
所属弁護士会

外国法共同事業に係る規制等

弁護士法第72条等

 
違反者

通
知

外国法共同事業

弁護士 外弁

被雇用弁護士

届出義務

◇調査権限
（契約書提出等）

◇調査協力義務

権限外法律事務の取扱い禁止
業務遂行時の資格表示義務
◆外国法事務弁護士、原資格国の国名
◇指定法に関する法律事務につき指定法
◇名刺等につき原資格国法、指定法

◆事務所の名称使用に関する義務
・外国法事務弁護士事務所
・共同事業を営む旨、相手方弁護士名等

◆事務所内の標識掲示義務
（◇

 

標識の様式）

・原資格国法、指定法
◇各自の権限、法律事務の範囲を明示して
説明する義務

不当関与の禁止
◆弁護士が自ら行う法律事務であって外弁の
権限外法律事務に当たるものの取扱いにつ
いて、不当な関与をすることの禁止

非弁提携の禁止
◆事件の周旋を受け
ることの禁止

◆名義を利用させるこ
との禁止

◆命令を受けて外弁の権限外法律
事務の取扱いに関与しても、懲戒
等の責任を免れない

◇外弁が行う権限外法律事務を処
理し、関与することの禁止

◇外弁の権限外法律事務に相当す
る事件を受任する場合の義務
・自己の計算で、独立して受任
・外弁が受任するとの誤解を生じな
いように適切な説明をする義務

・自立的に行動する義務
権限外法律事務の取扱いについての
雇用関係に基づく業務上の命令の禁止等
◆外弁の権限外法律事務の取扱いについて、雇用関係
に基づく業務上の命令をすることの禁止

◆被雇用弁護士が自ら行う法律事務であって外弁の権
限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な
関与をすることの禁止

◇命令に従わないことを理由とする解雇等の不利益処
分の禁止

届出義務等
【共同事業】
◆外弁の届出義務
・相手方弁護士の氏名・事務所
・共同事業に係る法律事務の範囲

◇外弁、弁護士の共同の届出義務（上記を除く）
・外弁の氏名、事務所の名称・所在場所
・被雇用弁護士の氏名等
・契約事項（出資、運営に関する事項の決定方法等）

◇共同事業に係る契約書、雇用契約書の保存義務
【雇用】
外弁の届出義務
◆被雇用弁護士の氏名・事務所
◇雇用期間
◇外弁の取り扱う法律事務の範囲
◇被雇用弁護士の取り扱う法律事務の範囲

◇雇用契約書等の保存義務

依頼者

日本弁護士連合会

◆：法律による規制
◇：会規･会則による規制
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